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地域薬剤師会長 様 

同 薬局部会長 様 

一般社団法人長野県薬剤師会 

                         会長 日 野 寛 明 

 

「『まん延防止等重点措置』の継続に伴う長野県の取組方針」の 

周知について（依頼） 

 

平素、本会の運営に際し、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、先般、令和 4 年 1 月 27 日付、3 長薬発第 1115 号にて、「『まん延防 

止等重点措置』の適用に伴う長野県の取組方針」の周知について通知したとこ

ろですが、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部長(長野県知事)から、2

月 18 日開催の同対策本部会議において、「『まん延防止等重点措置』の継続に

伴う長野県の取組方針」を決定した旨、通知がありましたので、お知らせいた

します。 

 つきましては、貴会(部会)会員等へご周知くださいますよう、お願いいたしま

す。 
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〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

 ℡：0263-34-5511  FAX：0263-34-0075

E-mail  somu3@naganokenyaku.or.jp 



601  
2022 21  

 
 
 

  
 
 
 

 
     

 
 

 
 
 

 

 
18

 

 

    
        

 026- 235- 7157  
 026- 235- 7398 
 yakuj i @pref . nagano. l g. j p 


































